
 

別紙 1-2「業務仕様書」 

 

2025年度～2027年度青年研修「初/中等教育(理数科教育)」に 

係る参加意思確認公募について 

 

独立行政法人国際協力機構九州センター（以下、「JICA九州」という。）は、以下の

業務について、参加意思確認書の提出を公募します。 

 本業務は、我が国が開発途上国を対象に実施する技術協力の一環として、 各国の青

年層を対象に、それぞれの国で必要とされている分野における日本の経験、技術を理

解する基礎的な研修を行い、将来の国づくりを担う人材の育成に協 力する事業であ

る。 

開発途上国において、初/中等理数科教育分野における社会のニーズに対応した人材

の育成は、同地域の持続的発展に大きく寄与するとともに、平和と安定の確立に大き

く資するものである。本研修は、初/中等理数科教育分野の将来を担う青年リーダー層

を招き、我が国における理数科教育の概要、取組み、課題についての意見交換、及び

同分野の運営・管理手法や施設運営を学ぶとともに、自国の現状や課題の改善・解決

に向けた具体的なアクションプランを作成し、開発途上国の初/中等理数科教育の水準

向上・発展に資することを目的とした研修である。 

 

   本業務の遂行にあたっては、特定者を契約の相手先として、JICA所定の基準に基づ

き経費を積算したうえで契約を締結する予定である。 

 

 特定者は、JICA 九州所管地域において初・中等教育科教分野で 2020 年から 2024

年まで連続して研修受諾実績があり、過去の研修員との人脈・ネットワークを有する他、

途上国の人材を対象とした効果的な研修運営・ノウハウを蓄積しており 

同分野における、広汎かつ高い専門性、人材育成の知見に加え、産官学に渡る幅広いネ

ットワーク、知識や経験を有しており、優秀で多様な講師を招聘することが可能である。 

学術界や民間企業を含む人的ネットワークにより、多様な講師を招聘でき、広範な教育

関連施設の視察・見学ルートを確保している。 

このことから、開発途上国のニーズに応じた初・中等教育（理数科教育）のカリキュラ

ムを提供し、本研修の目的を効果的に達成するための研修プログラムを実施できる能力

を備えている。 

上記の理由により、特定者は以下の「２ 応募資格」を満たし、本件業務を適切に実

施し得る要件を備えているが、特定者以外の者で応募資格を満たし、本業務の実施を

希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施す

る 

 

 



 

１ 業務内容 

（1） 業務名：2025年度～2027年度青年研修「初/中等教育(理数科教育)」 

（2） 案件概要：別紙２「研修委託業務概要」のとおり 

（3） 実施期間：2026年 2 月 1日～2026年 2月 20 日（予定） 

（4） 契約履行期間：2025年 12 月 15日～2026年 3月 31日（予定） 

※契約履行期間には、事前準備期間及び事後整理期間を含む。 

 

 

２ 応募資格 

（1） 基本的要件： 

1） 公示日において、令和 07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加資格（以下、

「全省庁統一資格」という。）を有する者。又は、当機構の審査により同等の資

格を有すると認められた者。 

2） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225

号）の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、

参加意思確認書を提出する資格がありません。 

3） 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」（平成

20年 10 月 1日規程（調）第 42号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受け

ていないこと。具体的には以下のとおり扱います。 

ア．資格停止期間中に提出された参加意思確認書は、無効とします。  

イ．資格停止期間中に公示され、参加意思確認書の提出締切日が資格停止期間

終了後の案件については、参加意思確認書を受け付けます。 

 

4） 競争から反社会的勢力を排除するため、参加意思確認書を提出しようとする者

（以下、「提出者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、及び当該

契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約していただきま

す。具体的には、参加意思確認書の提出をもって、誓約したものとします。 

 なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が

生じた場合は、参加資格を無効とします。 

ア． 提出者の役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人で

ある場合にはその役員をいう。以下同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関

係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等（各用語の意義

は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24

年規程（総）第 25号）に規定するところにより、これらに準ずる者又はその

構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。）である。 

イ． 役員等が暴力団員でなくなった日から 5年を経過しないものである 

ウ． 反社会的勢力が提出者の経営に実質的に関与している。 

エ． 提出者又は提出者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図



 

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するな

どしている。 

オ． 提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営

に協力し、若しくは関与している。 

カ． 提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれ

を不当に利用するなどしている。 

キ． 提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関

係を有している。 

ク． その他、提出者が東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号）

又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ってい

る。 

 

 

5） 法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（平成 26年 12月 11日特定個人情報保護委員会）」に基づき、個人情報及び特定

個人情報等（※1）を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。 

(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン（事業者編）」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特

例的な対応方法に従った配慮がなされていること。） 

ア． 個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基

本方針や規程類を整備している。 

イ． 個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係

事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制

を整備している。 

ウ． 個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人

情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施

している。 

エ． 個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握し

た場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。 

 

(※1）特定個人情報等とは個人番号（マイナンバー）及び個人番号をその内容

に含む個人情報をいう。 

(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が 100人以下の事業

者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。 

・ 個人番号利用事務実施者 

・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う



 

事業者 

・ 金融分野（金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイド

ライン」第１条第１項に定義される金融分野）の事業者 

・ 個人情報取扱事業者 

   

（２）その他の要件 

1） 業務を総括するための業務総括者を選任し、機構担当者との密接な連絡を保  

 ちつつ、研修業務が円滑に進む体制を構築すること。    

2） 国内の初/中等理数科教育分野に精通し、研修指導に必要な同分野の専門人材

を確保できること。 

3） 2025年度を第1回目として、2027年度まで計3回、本研修を実施可能であるこ

と。なお、契約期間については1.業務内容（3）のとおり。 

 

３ 手続きのスケジュール 

（１）参加意思

確認書の提出 

提出期間 2025年 7月 8日（火）10時から 

2025年 7 月 23日（火）12時まで 

提出場所 JICA九州 研修業務課 

提出書類 参加意思確認書（別紙３）、同確認書で提出

を求められている資料、応募要件に該当する

全省庁統一資格を有していない者は、参加意

思確認書に記載の提出資料一式（写し可） 

提出方法 持参又は郵送（書留としてください） 

（２）審査結果

の通知 

通知予定日 2025年 7 月 29日（水） 

通知方法 メール又は郵送 

（３）審査結果

についての理由

請求 

請求場所 JICA九州 研修業務課 

請求方法 持参又は郵送（書留としてください） 

請求締切日 2025年 7 月 31日（木） 

回答予定日 2025年 8月 4日（月） 

回答方法 郵送 

 

４ その他 

（1） 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等の提出書類は無効とします。 

（2） 参加意思確認書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし

ます。 

（3） 提出された参加意思確認書等は返却しません。 

（4） 機構は提出された参加意思確認書等の提出書類を、その審査の目的以外に提出

者に無断で使用しません。 



 

（5） 提出期限以降における参加意思確認書等の提出書類の差し替え、及び再提出は  

認めません。 

（6） 審査の結果、応募要件を満たさなかった者は、書面によりその理由について説

明を求めることができます。（上記３（３）を参照ください。） 

（7） 公募の結果、応募要件を満たす者がいない場合は、特定者との随意契約手続き

に移行します。また、応募要件を満たす者がいる場合は、指名による企画競争若

しくは指名競争入札を行います。その場合の手続き詳細は、応募要件を満たす者

及び特定者に対して連絡します。 

（8） 予算その他機構の事情により、当該手続きを中止する場合があります。 

（9） 手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本通貨に限ります。 

（10） 契約保証金：免除します。 

（11） 共同企業体：共同企業体の結成を認めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


